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１．障害福祉サービス等における共通的事項 

 

（１）加算等の届出 

（加算等の届出） 

問１ 加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定

できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例は

あるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」について

も、特例の措置はあるのか。 

（答） 

 平成 30 年４月１日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされてい

るにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成30年４月中

に届出が受理された場合に限り、４月１日に遡って、加算を算定できる取扱いと

する。 

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を４月中に提出された

場合も、４月１日に遡って適用する。 

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道

府県による柔軟な設定を行って差し支えない。 

 

※ 本特例は平成 30 年４月１日から施行される制度に関する事項に限定され

るものであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りで

はない。 

 

（２）共生型サービス 

（書類の省略） 

問２ 平成30年４月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定

の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、

「自立訓練（機能訓練）」、「自立訓練（生活訓練）」、「児童発達支援」、「放

課後等デイサービス」として指定するのか。それとも、新しいサービス類

型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、

「共生型短期入所」、「共生型自立訓練（機能訓練）」、「共生型自立訓練（生

活訓練）」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として

指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。 

（答） 

 共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサ

ービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、

もう一方の制度における指定も受けやすくするために、「指定の特例」を設けたも

のであることから、従前通り「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期
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入所」、「自立訓練（機能訓練）」、「自立訓練（生活訓練）」、「児童発達支援」、「放

課後等デイサービス」として、事業所の指定申請に基づき指定する。 

なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が行

うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県（＊）であるため、指定手続に

ついて可能な限り簡素化を図る観点から、介護保険事業所の指定申請の際に、既

に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとし

ているので、別添資料１を参照されたい。 

 

（＊）地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場

合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通

所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写

しを提出することにより行わせることができることとしている。 

 

※ 介護保険事業所が、「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通

常の障害福祉サービス等の指定の申請を行う場合についても同様の取扱いと

する。 

 

（利用定員、利用人数の考え方） 

問３  

① 共生型通所介護を併設する指定生活介護事業所において基本報酬を算定す

る際に、人数の区分の考え方はどうなるか。 

 

② 介護保険制度の指定通所介護事業所等が、障害者へ生活介護を提供する場

合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように取り扱うべきか。 

 

③ 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所における人員欠如減

算の考え方はどうなるか。 

（答） 

① 指定生活介護の利用者（障害者）と共生型通所介護の利用者（要介護者）

の合計数が属する区分の基本報酬を算定する。 

 

② 共生型生活介護事業所の定員については、障害給付の対象となる利用者

（障害児者）と介護給付の対象となる利用者（要介護者）との合算で、利用

定員を定めることとしているため、合計が 20 人を超えた場合には、介護給

付及び障害給付の両方が減算の対象となる。 

※ 共生型短期入所事業所についても同様の取扱いとする。 

③ 指定生活介護の利用者（障害者）と共生型通所介護の利用者（要介護者）
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の合計数に対して必要となる従業員数を満たさない場合に人員欠如減算を

適用する。 

この場合において、共生型通所介護を受ける利用者（要介護者）は障害支

援区分５とみなして計算すること。 

 

※ ①～③については、共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業

所についても同様の取扱いとする。 

 

（短時間利用減算） 

問４ 共生型生活介護事業所における短時間利用減算の考え方について、共生

型生活介護の利用者（障害者）と指定生活介護の利用者（要介護者）の合

計数のうち、５時間未満の利用者の合計数の割合が50％以上の場合に減算

を適用するのか。 

（答） 

共生型生活介護事業所においては、共生型生活介護の利用者（障害者）のうち、

５時間未満の利用者の合計数の割合が50％以上の場合に減算を適用する。 

 

※ 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の

取扱いとする。 

 

（利用定員） 

問５ 地域密着型通所介護事業所において共生型生活介護を行おうとした場合

であっても、最低基準で求められる利用定員を満たす必要があるか。 

（答） 

地域密着型通所介護事業所においては、最低基準で求める利用定員以下であっ

ても、共生型生活介護を行うことができる。 

 

（個別支援計画の作成、サービス管理責任者の配置） 

問６ 共生型サービスにおいても、指定基準の個別支援計画の策定とサービス

管理の責務に関する規程が準用されているが、これはサービス管理責任者

の配置が必須ということか。 

（答） 

事業所にサービス管理責任者を配置した場合においては個別支援計画の策定

が必要であるが、サービス管理責任者の配置は必須ではない。 

ただし、サービス管理責任者を配置しない事業所においても個別支援計画に相

当する計画を作成するよう努めること。その際、介護の提供に係る計画等の作成

に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそ
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のとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する

者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

なお、サービス管理責任者配置等加算を算定する場合においては、加算の要件

のサービス管理責任者を配置し、個別支援計画の策定等を担わせること。 

 

（サービス管理責任者配置等加算） 

問７ 地域貢献活動とは具体的に何か。 

（答） 

「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、「認知症カフェ・食堂

等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボラン

ティアの受入れや活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設

けて地域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」

など、地域や多世代との関わりを持つための取組をいう。 

 

（人員配置体制加算（生活介護）） 

問８ 介護の指定通所介護事業所において、共生型生活介護を行う場合につい

て、 

① 人員配置体制加算においては、共生型生活介護の利用者（障害者）と

指定通所介護の利用者（要介護者）の合計数のうち、障害支援区分５又

は区分６に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要がある

か。その際、要介護者の区分はどう考えるか。 

② 共生型生活介護に従事する生活支援員等の員数が加算の算定要件を

満たしていることが必要か。また、共生型生活介護と指定通所介護に従

事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが

必要か。 

（答） 

① 共生型生活介護の利用者（障害者）と指定通所介護の利用者（要介護者）

の合計数でのうち、障害支援区分５又は区分６に該当する者等の割合が、加

算の算定要件を満たす必要がある。その際、要介護者については障害支援区

分５とみなすこと。 

 

② 共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算

の算定要件を満たしていることが必要である。 

 

※ ①、②とも共生型通所介護を併設する指定生活介護においても同様。 
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（送迎加算） 

問９ 共生型生活介護を行う介護の指定通所介護事業所において、送迎加算を

算定する場合、算定要件の利用者数には、指定通所介護の利用者（要介護

者）を含むか。 

また、利用者数に含む場合、障害支援区分５又は区分６の利用者の割合

を算出するにあたっては、指定通所介護事業所の利用者（要介護者）を含

めて算出するのか。 

（答） 

 含まない。 

※ 共生型通所介護を行う指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。 

 

（共生型短期入所（福祉型強化）） 

問10 介護の指定短期入所生活介護において共生型短期入所を行う場合におい

て、指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合、共生

型短期入所（福祉型強化）サービス費を算定するためには当該看護職員に

加えて１名の看護職員を配置する必要があるのか。 

（答） 

指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合は、当該看護職

員をもって共生型短期入所（福祉型強化）サービス費の算定要件である看護職員

の配置を満たすものする。 

 

（短期入所） 

問11 小規模多機能型居宅介護において、日中は介護保険サービスの訪問介護

を利用し、夜間は障害福祉サービスの共生型短期入所を利用する場合、共

生型短期入所サービス費（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれを算定するのか。 

（答） 

 共生型短期入所サービス費（Ⅱ）を算定する。 

 

（重度障害児・障害者対応支援加算） 

問12 介護保険の指定短期入所生活介護事業所において共生型短期入所を行う

場合、重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件である共生型短期入所

事業所の利用者の数の100分の50とは、共生型短期入所の利用者（障害者）

のみに対しての割合か。共生型短期入所（障害者）と指定短期入所生活介

護（要介護者）の利用者の数の合計数に対しての割合か。 

（答） 

共生型短期入所（障害者）と指定短期入所生活介護（要介護者）の利用者の数

の合計数に対しての割合である。その際、要介護者については障害支援区分５と
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みなすこと。 

 

（３）地域生活支援拠点等 

（運営規程） 

問13 地域生活支援拠点等相談強化加算（計画相談）、体験利用支援加算（地域

移行）、体験利用加算（各日中活動サービス）、体験宿泊支援加算（施設入

所）、地域体制強化共同支援加算（計画相談）については、運営規程に地域

生活拠点等に位置付けられていることが要件になっているが、実際に事業

所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認す

ればよいか。 

（答） 

地域生活支援拠点等は、市町村又は障害保健福祉圏域で整備することになるた

め、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在

する市町村等に確認されたい。 

なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活

支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。 

 

（相談機能（地域生活支援拠点等相談強化加算）①） 

問14 「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な

事態が生じた者」とはどのような者か。 

（答） 

例えば、単身の障害者で普段は緊急対応を要さないため、地域定着支援の支給

対象にはならなかったが、 

・ 家族、第三者からの権利侵害、虐待等により、一時的に緊急短期入所の対応

を要した 

・ 精神障害による病状悪化のため、一時的に緊急短期入所の対応を要した 

等の者が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村にお

いて判断されたい。 

 

（相談機能（地域生活支援拠点等相談強化加算）②） 

問15 拠点等が整備済の市町村等において拠点等に位置付けられている特定相

談支援事業所が、拠点等が未整備である他市町村等の利用者に対して支援

を行っている場合、拠点等の加算（地域生活支援拠点等相談強化加算、地

域体制強化共同支援加算）の算定は可能か。 

（答） 

 当該事業所が拠点等に位置づけられていれば加算を算定できる。 

ただし、当該事業所が個別支援計画を作成している利用者に限る。 
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（相談機能（地域生活支援拠点等相談強化加算③）、地域の体制づくり機能（地

域体制強化共同支援加算）①） 

問16 市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている指定特定相談支援事

業所の当該加算の取扱い如何。 

（答） 

  当該加算については、計画相談支援事業所を対象にしていることから、要件

を満たせば算定可能である。ただし、算定に当たっては、当該加算に係る計画

相談支援事業所の支援や負担等に対する評価と障害者相談支援事業の委託を

受ける際の業務内容とそれに係る費用について市町村と十分に協議し、整理の

上、算定されたい。 

 

（緊急時受入・対応機能（緊急短期入所受入加算、定員超過特例加算）） 

問17 「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由」に

ついて、具体的な事例はどのようなものか。 

（答） 

 例えば、 

・ 介護をしていた親が急病や事故により、長期間入院することとなった場合 

・ 介護をしていた親が長期出張等のため、一定期間介護が難しくなった場合 

・ 虐待の恐れがあり帰宅に時間を要する場合 

・ 大規模災害により避難し帰宅に時間を要する場合 

等が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村において

判断されたい。 

 

（緊急時受入・対応機能（定員超過特例加算②）） 

問18 

① 緊急の受入れを行ったことで定員超過になり、定員超過特例加算を算定

したが、翌日には別の利用者が退所したことで、定員超過が解消され、定

員超過特例加算の算定を終了した。その２日後に、元々利用の予約が入っ

ていた利用者を受け入れたことで再び定員超過となった。この場合、改め

て定員超過特例加算を算定することはできるか。 

 ② １人の緊急受入れを行ったが、その他に元々予定されていた利用者２人

の受入れもあり、合計２人定員を超過した。この場合にも、定員超過特例

加算は算定できるのか。また、定員超過減算は適用されないのか。 

（答） 

 ① 緊急の受入れを行った日から起算して10日以内について、緊急の受入れが

要因となって定員超過となっている場合は、定員超過特例加算の算定が可能

である。 


